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（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は ， 豊 中 市 消 防 局 の 所 管 す る 許 認 可 等 事 務 の

標 準 処 理 期 間 及 び 審 査 等 の 基 準 を 定 め ， 行 政 手 続 の 公 正 の 確

保 及 び 透 明 性 の 向 上 を 図 り ， 事 務 処 理 の 迅 速 か つ 適 正 な 執 行

を 確 保 す る こ と に よ り ， 市 民 の 利 便 性 の 向 上 に 資 す る こ と を

目 的 と す る 。  

（ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 要 綱 に お い て ， 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は ，

当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

（ １ ）許 認 可 等 事 務  申 請 (法 令 及 び 条 例 等 に 基 づ き ，市 長 又 は

消 防 署 長 の 許 可 ， 認 可 ， 承 認 そ の 他 の 自 己 に 対 し 何 ら か の

利 益 を 付 与 す る 処 分 を 求 め る 行 為 で あ っ て ， 当 該 行 為 に 対

し て 市 長 又 は 消 防 署 長 が 諾 否 の 応 答 を す べ き こ と と さ れ て

い る も の )に 基 づ い て 処 理 す る 事 務 を い う 。  

（ ２ ） 処 理 機 関  許 認 可 等 事 務 に 係 る 申 請 に 対 す る 処 分 を 行 う

豊 中 市 消 防 局 主 管 課 又 は 消 防 署 を い う 。  

（ ３ ） 標 準 処 理 期 間  許 認 可 等 事 務 の 処 理 に 通 常 要 す る 期 間 を

い う 。  

（ ４ ） 審 査 等 の 基 準  許 認 可 等 事 務 の 審 査 又 は 検 査 の 基 準 を い

う 。  

（ ５ ） 消 防 法 等  消 防 法 （ 昭 和 ２ ３ 年 法 律 第 １ ８ ６ 号 。 以 下 別

表 第 １ に お い て 「 法 」 と い う 。）， 危 険 物 の 規 制 に 関 す る 政

令 （ 昭 和 ３ ４ 年 政 令 第 ３ ０ ６ 号 。 以 下 「 危 政 令 」 と い う 。）

又 は 危 険 物 の 規 制 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 ３ ４ 年 総 理 府 令 第 ５

５ 号 。 以 下 「 危 規 則 」 と い う 。） を い う 。  
（ ６ ） 条 例 等  豊 中 市 火 災 予 防 条 例 （ 昭 和 ３ ７ 年 豊 中 市 条 例 第

１ ６ 号 。以 下 別 表 第 ２ に お い て「 条 例 」と い う 。）又 は 豊 中

市 危 険 物 規 制 規 則（ 昭 和 ５ ５ 年 規 則 １ ８ 号 。以 下「 市 規 則 」

と い う 。） を い う 。  



（ ７ ） 火 薬 類 取 締 法 等  大 阪 府 産 業 保 安 行 政 事 務 に か か る 事 務

処 理 の 特 例 に 関 す る 条 例 （ 平 成 １ ２ 年 大 阪 府 条 例 第 ６ 号 。

以 下 「 特 例 条 例 」 と い う 。 ） に 基 づ く 火 薬 類 取 締 法 （ 昭 和

２ ５ 年 法 律 第 １ ４ ９ 号 。 以 下 別 表 第 ３ に お い て 「 法 」 と い

う 。 ） 又 は 火 薬 類 取 締 法 施 行 規 則 （ 昭 和 ２ ５ 年 通 商 産 業 省

令 第 ８ ８ 号 。 以 下 別 表 第 ３ に お い て 「 規 則 」 と い う 。 ） を

い う 。  

（ ８ ） 高 圧 ガ ス 保 安 法  特 例 条 例 に 基 づ く 高 圧 ガ ス 保 安 法 （ 昭

和 ２ ６ 年 法 律 第 ２ ０ ４ 号 。 以 下 別 表 第 ４ に お い て 「 法 」 と

い う 。 ） を い う 。  

（ ９ ） 液 化 石 油 ガ ス 法  特 例 条 例 に 基 づ く 液 化 石 油 ガ ス の 保 安

の 確 保 及 び 取 引 の 適 正 化 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 ４ ２ 年 法 律 第

１ ４ ９ 号 。以 下 別 表 第 ５ に お い て「 法 」と い う 。）を い う 。  
（ 標 準 処 理 期 間 及 び 審 査 基 準 等 )  

第 ３ 条  標 準 処 理 期 間 及 び 審 査 基 準 等 は ， 消 防 法 等 を 根 拠 と す

る 許 認 可 等 事 務 に あ っ て は 別 表 第 １ に ， 条 例 等 を 根 拠 と す る

許 認 可 等 事 務 に あ っ て は 別 表 第 ２ に ， 火 薬 類 取 締 法 等 を 根 拠

と す る 許 認 可 等 事 務 に あ っ て は 別 表 第 ３ に ， 高 圧 ガ ス 保 安 法

を 根 拠 と す る 許 認 可 等 事 務 に あ っ て は 別 表 第 ４ に ， 液 化 石 油

ガ ス 法 を 根 拠 と す る 許 認 可 等 事 務 に あ っ て は 別 表 第 ５ に そ れ

ぞ れ 定 め る と お り と す る 。  

（ 標 準 処 理 期 間 の 算 定 ）  

第 ４ 条  標 準 処 理 期 間 は ， 申 請 が 処 理 機 関 に 到 達 し た 日 か ら 起

算 し て 処 分 を す る 日 ま で の 日 数 と す る 。  

２  次 の 各 号 に 掲 げ る 期 間 は ， 標 準 処 理 期 間 に 算 入 し な い も の

と す る 。  

（ １ ） 豊 中 市 の 休 日 を 定 め る 条 例 (平 成 ２ 年 豊 中 市 条 例 第 １ １

号 )第 １ 条 第 １ 項 に 定 め る 休 日 の 日 数  

（ ２ ） 申 請 の 不 備 そ の 他 の 理 由 に よ る 補 正 及 び 審 査 の た め に 必

要 な 書 類 等 の 追 加 の た め に 要 す る 日 数  

（ ３ ） 検 査 の 申 請 に あ っ て は ， 当 該 申 請 が 処 理 機 関 に 到 達 し た

日 に ３ を 加 え た 日 か ら 検 査 が 終 了 し た 日 ま で の 内 ， 検 査 を

行 わ な い 日 を 除 く 。  

（ 処 理 機 関 の 責 務 ）  

第 ５ 条  処 理 機 関 は ， 許 認 可 等 事 務 に つ い て は ， 別 表 第 １ か ら



別 表 第 ５ に そ れ ぞ れ 定 め ら れ た 標 準 処 理 期 間 内 に 処 理 す る よ

う 努 め る も の と す る 。  

２  処 理 機 関 は ， 許 認 可 等 事 務 の 処 理 に 際 し ， 申 請 者 の 求 め が

あ っ た と き は ，必 要 な 情 報 を 提 供 す る よ う 努 め る も の と す る 。 

附  則 （ 平 成 ２ ３ 年 ４ 月 １ ９ 日 消 防 長 訓 令 ９ 号 ）  

１  こ の 要 綱 は ， 令 達 の 日 か ら 施 行 す る 。  

２  消 防 法 等 に 基 づ く 申 請 に 対 す る 処 分 の 審 査 基 準 ・ 標 準 処 理

期 間 （ 平 成 １ ２ 年 消 防 長 訓 令 第 ５ 号 ） は ， 廃 止 す る 。  
附  則 （ 平 成 ２ ４ 年 ４ 月 １ 日 消 防 長 訓 令 ２ 号 ）  

 こ の 要 綱 は ， 令 達 日 か ら 施 行 す る 。  
附  則 （ 平 成 ２ ７ 年 ３ 月 ３ ０ 日 消 防 長 訓 令 １ ２ 号 ）  

 こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。



別表第１ 消防法等 

許認可等

の種類  処理機関  標準処理

期間  根拠条項  審査基準等  

防火対象

物定期点

検報告特

例認定  

管轄消防

署  
２１日  法第８条  

の２の３  
第１項  

次に掲げる事項に該当す

ること。  
(１) 申請者が防火対象物の

管理を開始した時から３

年が経過していること。  
(2) 過去３年以内において

法第５条第１項，第５条

の２第１項，第５条の３

第１項，第８条第３項若

しくは第４項，第８条の

２の５第３項又は第１７

条の４第１項若しくは第

２ 項 の 規 定 に よ る 命 令

（ 当 該 防 火 対 象 物 の 位

置，構造，設備又は管理

の状況が法若しくは法に

基づく命令又はその他の

法令に違反している場合

に限る。）がされたことが

なく，又はされるべき事

由が現にないこと。  
( 3 )  過去３年以内において

法第８条の２の３第６項

の規定による取消しを受

けたことがなく，又は受

けるべき事由が現にない

こと。  
(４)  過去３年以内において

法第８条の２の２第１項

の規定による点検及び報

告がされていること。  
    また，報告について虚

偽の報告がされたことが

ないこと。  
(５)  過去３年以内において

法第８条の２の２第１項

の 規 定 に よ る 点 検 の 結

果，防火対象物点検資格

者により点検対象事項が

点検基準（消防法施行規

則（昭和３６年自治省令

第６号。以下この表にお



いて「規則」という。）第

４条の２の６）に適合し

ていないと認められたこ

とがないこと。  
(６)  防火対象物について，

法又は法に基づく命令の

遵守の状況が優良なもの

として総務省令で定める

基準（規則第４条の２の

８第１項）に適合するも

のであると認められるこ

と。  
危険物の

仮貯蔵又

は仮取扱

の承認  

管轄消防

署  
３日  法 第 １ ０

条第１項  
 豊中市危険物施設の審査

基準（平成 12 年 9 月 14 日）

第２（仮貯蔵又は仮取扱い

の承認）によること。  
危険物施

設の設置

の許可  

消防局  
予防課  

２１日  法 第 １ １

条第１項  
豊中市危険物施設の審査

基準第３（製造所）から第

１９（警報設備）によるこ

と。  
危険物施

設の 変更

の許可  

消防局  
予防課  

１４日  法 第 １ １

条第１項  
上記，危険物施設の設置

の 許 可 の 審 査 基 準 に 準 じ

る。  
危険物施

設の完成

検査  

消防局  
予防課  

５日  法第１１

条第５項  
法第１０条第４項に規定

す る 技 術 上 の 基 準 に 適 合

し，許可申請の内容と相違

がないこと  
仮使用の

承認  
消防局  
予防課  

１４日  法第１１

条第５項  
豊中市危険物施設の審査

基準第１（仮使用の承認）

によること。  
完成検査

前検査  
消防局  
予防課  

７日  法第１１

条の２第

１項  

法第１０条第４項に規定

す る 技 術 上 の 基 準 に 適 合

し，申請の内容と相違がな

いこと。  
予防規程

の制定の

認可  

消防局  
予防課  

１０日  法第１４  
条の２第  
１項  

 豊中市危険物施設の審査

基準第２１（予防規程）に

よること。  
予防規程

の変更の

認可  

消防局  
予防課  

１０日  法第１４  
条の２第  
１項  

 上記，予防規程の制定の

認可の審査基準に準じる。  



防災管理

点検報告

特例認定  

管轄消防

署  
２１日  法第３６  

条第１項  
において  
準用する  
法第８条  
の２の３  
第１項  

上記，防火対象物定期点

検報告特例認定の審査基準

に準じる。この場合におい

て，「規則第４条の２の６」

とあるのは「規則５１条の

１４」と，「規則第４条の２

の８第１項」とあるのは「規

則５１条の１６第１項」と

読み替えるものとする。  
完成検査

済証の再

交付  

消防局  
予防課  

３日  危政令第  
８条第４  
項  

当該検査済証と申請の内

容に相違がないこと。  

休止中の

地下貯蔵

タンク等

の漏れの

点検期間

の延長承

認  

消防局  
予防課  

３日  危規則第  
６２条の  
５の２第  
２項ただ  
し書  

次に掲げる事項に該当す

ること。  
(１) 危険物が清掃等により

完全に除去されているこ

と。  
(２) 危険物又は可燃性の蒸

気が流入するおそれのあ

る注入口又は配管に閉止

板を設置する等，誤って

危険物が流入するおそれ

がないようにするための

措置が講じられているこ

と。  
休 止 中 の

地下埋設

配管の漏

れの点検

期間の延

長承認  

消防局  
予防課  

３日  危規則第  
６２条の  
５の３第  
２項ただ  
し書  

上記，休止中の地下貯蔵

タンク等の漏れの点検期間

の延長承認の審査基準に準

じる。  

備考 審査基準等は，この要綱又は別に定めのないものは関係機関から

の通達等のとおりとする。以下同じ。  

 

別表第２ 条例等  
許認可等

の種類  処理機関  標準処理

期間  根拠条項  審査基準等  

劇場等で

の喫煙，

裸火等の

許可  

管轄消防

署  
５日  条 例 第 ２

３条  
 条例第２３条喫煙等禁止

行為の許可基準等に関する

規程によること。  



少量危険

物・指定

可燃物を

貯蔵し，

又は取り

扱うタン

クの検査  

管轄消防

署  
７日  条 例 第 ４

７条  
 条 例 第 ３ １ 条 の ４ 第 ２

項 ， 第 ３ １ 条 の ５ 及 び 第  

３１条の６（第３３条第３

項において準用する場合を

含む。）に規定する技術上の

基準に適合し，申請の内容

と相違がないこと。  
タンク検

査済証の

再交付  

消防局  
予防課  

３日  市 規 則 第

１ ９ 条 第

１項  

当該検査済証と申請の内

容に相違がないこと。  

 
別表第３ 火薬類取締法  
許認可等

の種類  処理機関  標準処理

期間  根拠条項  審査基準等  

火薬類の

製造の許

可  

消防局  
予防課  

６０日  法第３条   申請者が法第６条各号に

掲げる者に該当せず，申請

の内容が法第７条各号に適

合していること。  
火薬類の

販売営業

の許可  

消防局  
予防課  

３０日  法第５条   申請者が法第６条各号に

掲げる者に該当せず，申請

の内容が法第７条第３号及

び第４号に適合しているこ

と。  
火薬類の

製造施設

等の変更

の許可  

消防局  
予防課  

３０日  法 第 １ ０

条第１項  
 法第７条各号に適合して

いること。  

火薬庫の

設置又は

変更の許

可  

消防局  
予防課  

３０日  法 第 １ ２

条第１項  
 法第１２条第３項に規定

する技術上の基準に適合し

ていること。  

火薬庫を

所有又は

占有しな

いことを

許可 若し

くは火薬

庫を共同

占有する

ことの許

可  

消防局  
予防課  

１５日  法 第 １ ３

条 た だ し

書  

次のいずれかに該当する

こと。（平成１０年立局第１

号）  
(１) 火薬類の販売業者が火

薬庫を共有している場合  
(２) 販売業者が輸入した火

薬類又は製造業者が製造

した火薬類を，販売業者

の指示により当該販売業

者が取り扱うことなく直

接その販売業者の納入先

の火薬庫へ納入する場合

であって，特定の火薬類

を特定の納入先に販売す



るとき  
(３) 競技用紙雷管，建設び

ょう打ち銃用空包又は模

型用ロケットに用いられ

る噴射推進器及びその点

火具のみを販売する販売

業 者 で あ っ て ， 規 則 第 

１５条の表 (1)(ｲ )又は (ﾛ )
に該当する数量の火薬類

を規則第１６条の技術上

の基準に従って貯蔵する

場合（火薬庫外火薬類貯

蔵場所は瑕疵等により返

品された火薬類を貯蔵す

る余裕があること。）  
火薬類の

製造施設

の設置又

は変更の

完成検査  

消防局  
予防課  

３０日  法 第 １ ５

条  
法第７条第１号に規定す

る技術上の基準に適合し，

許可申請の内容と相違がな

いこと。  

火薬庫の

設置又は

変更の完

成検査  

消防局  
予防課  

３０日  法 第 １ ５

条  
法第１２条第３項に規定

す る 技 術 上 の 基 準 に 適 合

し，許可申請の内容と相違

がないこと。  
譲渡又は

譲受の許

可  

消防局  
予防課  

１４日  法 第 １ ７

条第１項  
法第１７条第２項の規定

により，譲渡又は譲受の目

的が明らかで，公共の安全

の維持に支障を及ぼす虞が

ないこと。  
譲渡又は

譲受の許

可証の書

換  

消防局  
予防課  

６日  法 第 １ ７

条第７項  
当該許可証と申請の内容

に相違がなく，変更の理由

が明らかで，公共の安全の

維持に支障を及ぼす虞がな

いこと。  
譲渡又は

譲受許可

証の再交

付  

消防局  
予防課  

１４日  法 第 １ ７

条第８項  
当該許可証と申請の内容

に相違がなく，申請の理由

が喪失，汚損又は盗取のい

ずれかであること。  
火薬類の

消費の許

可  

消防局  
予防課  

２８日  法 第 ２ ５

条第１項  
法第２５条第２項の規定

により，その爆発又は燃焼

の目的，場所，日時，数量

及び方法が適当であり，公

共の安全の維持に支障を及

ぼす虞がなく，法第２６条

に規定する技術上の基準に



適合していること。  

火薬類の

廃棄の許

可  

消防局  
予防課  

１４日  法 第 ２ ７

条第１項  
法第２７条第２項の規定

により，その廃棄の場所，

日時，数量及び方法が適当

であり，その廃棄に従事す

る者が火薬類の廃棄につい

て の 知 識 経 験 が 十 分 で あ

り，公共の安全の維持に支

障を及ぼす虞がなく，法第

２７条の２に規定する技術

上の基準に適合しているこ

と。  
危害予防

規程の認

可  

消防局  
予防課  

１５日  法 第 ２ ８

条第１項  
法第２８条第３項の規定

により，第７条第１号及び

第２号に規定する技術上の

基準に適合し，災害発生の

防止に適当であること。  
保安教育

計画の認

可  

消防局  
予防課  

１４日  法 第 ２ ９

条第１項  
法第２９条第２項に規定

する保安教育の基準に適合

していること。  
火薬類消

費者の保

安教育計

画の認可  

消防局  
予防課  

１４日  法 第 ２ ９

条第５項  
上記，保安教育計画の認

可の審査基準に準じる。  

火薬類の

製造施設

及び火薬

庫の保安

検査  

消防局  
予防課  

４０日  法 第 ３ ５

条第１項  
法第３５条第２項に規定

するとおり。  

火薬庫外

貯蔵所指

示願  

消防局  
予防課  

２１日  規 則 第 １

５ 条 第 １

項の表  

規則第１６条に規定する

技術上の基準に適合してい

ること。  
保安教育

計画を定

めるべき

者の指定

取消  

消防局  
予防課  

２１日  規 則 第 ６

７ 条 の ７

第４項  

規則第６７条の７第３項

に規定する要件を欠くと認

められること。  

 
別表第４ 高圧ガス保安法  
許認可等

の種類  処理機関  標準処理

期間  根拠条項  審査基準等  



高圧ガス

の製造の

許可  

消防局  
予防課  

２５日  法 第 ５ 条

第１項  
豊中市高圧ガス許認可等

の審査基準によること。  

高圧ガス

の製造の

変更の許

可  

消防局  
予防課  

１５日  法 第 １ ４

条第１項  
豊中市高圧ガス許認可等

の審査基準によること。  

高圧ガス

の貯蔵所

の許可  

消防局  
予防課  

１５日  法 第 １ ６

条第２項  
豊中市高圧ガス許認可等

の審査基準によること。  

高圧ガス

の貯蔵所

の変更の

許可  

消防局  
予防課  

１４日  法 第 １ ９

条第１項  
豊中市高圧ガス許認可等

の審査基準によること。  

高圧ガス

の完成検

査  

消防局  
予防課  

１４日  法 第 ２ ０

条 第 １ 項

及 び 第 ３

項  

法 第 ８ 条 第 １ 号 又 は 第 

１６条第２項に規定する技

術上の基準に適合し，許可

申請の内容と相違がないこ

と。  
保安検査  消防局  

予防課  
４０日  法 第 ３ ５

条第１項  
法第８条第１号に規定す

る技術上の基準に適合して

いること。  
特別充て

んの許可  
消防局  
予防課  

１４日  法 第 ４ ８

条第５項  
 法第４９条の容器検査所

の登録を受けた者が行う容

器再検査と同等以上の検査

に 合 格 し て い る 容 器 で あ

り，特別充てんしても安全

であること。  
容器検査

所の登録  
消防局  
予防課  

１２日  法第５０

条第３項  
 検査設備が，容器保安規

則（昭和４１年通商産業省

令第５０号）第３３条に規

定する技術上の基準に適合

すること。  
容器検査

所の登録

の更新  

消防局  
予防課  

１２日  法第５０

条第３項  
 上記，容器検査所の登録

の審査基準に準じる。  

容器に充

てんする

高圧ガス

の種類又

は圧力の

変更  

消防局  
予防課  

２０日  法 第 ５ ４

条第１項  
 法第４４条第４項に定め

る 規 格 に 適 合 し て い る こ

と。  

 
 



別表第５ 液化石油ガス法  
許認可等

の種類  処理機関  標準処理

期間  根拠条項  審査基準等  

液化石油

ガス販売

事業の登

録  

消防局  
予防課  

３０日  法 第 ３ 条

第１項  
 申請者が法第４条各号に

掲 げ る 者 に 該 当 し な い こ

と。  

保安機関

の認定  
消防局  
予防課  

３０日  法 第 ２ ９

条第１項  
 法第３０条各号に定める

者に該当せず，法第３１条

各号に定める基準を満たし

ていること。  
保安機関

の認定の

更新  

消防局  
予防課  

３０日  法 第 ３ ２

条第１項  
上記，保安機関の認定の

審査基準に準じる。  

一般消費

者の増加

の認可  

消防局  
予防課  

３０日  法 第 ３ ３

条第１項  
法第３０条各号に掲げる

者に該当せず，法第３１条

第１号及び第２号に定める

基準を満たしていること。  
保安機関

の保安業

務規程の

制定の認

可  

消防局  
予防課  

３０日  法 第 ３ ５

条第１項  
 法第３５条第２項に規定

する事項が定められている

こと。  

保安機関

の保安業

務規程の

変更の認

可  

消防局  
予防課  

３０日  法 第 ３ ５

条第１項  
 上記，保安機関の保安業

務規程の制定の認可の審査

基準に準じる。  

液化石油

ガス販売

事業者の

認定  

消防局  
予防課  

３０日  法 第 ３ ５

条 の ６ 第

１項  

法第３５条の６第１項に

規定する基準に適合してい

ること。  

貯蔵施設

等の設置

の許可  

消防局  
予防課  

３０日  法 第 ３ ６

条第１項  
申請の内容が法第３７条

に規定する技術上の基準に

適合していること。  
貯蔵施設

等の変更

の許可  

消防局  
予防課  

３０日  法 第 ３ ７

条 の ２ 第

１項  

上記，貯蔵施設等の設置

の 許 可 の 審 査 基 準 に 準 じ

る。  
貯蔵施設

等の完成

検査  

消防局  
予防課  

１４日  法 第 ３ ７

条 の ３ 第

１項  

法第３７条に規定する技

術上の基準に適合し，許可

申請の内容と相違がないこ

と。  
充てん設

備の設置

の許可  

消防局  
予防課  

３０日  法 第 ３ ７

条 の ４ 第

１項  

法第３７条の４第２項に

規定する技術上の基準に適

合していること。  



充てん設

備の変更

の許可  

消防局  
予防課  

３０日  法 第 ３ ７

条 の ４ 第

３項  

上記，充てん設備の設置

の 許 可 の 審 査 基 準 に 準 じ

る。  
充てん設

備の完成

検査  

消防局  
予防課  

１４日  法 第 ３ ７

条 の ４ 第

４項  

法第３７条の４第２項に

規定する技術上の基準に適

合し，許可申請の内容と相

違がないこと。  
充てん設

備の保安

検査  

消防局  
予防課  

４０日  法 第 ３ ７

条 の ６ 第

１項  

法第３７条の６第２項に

規定する技術上の基準に適

合していること。  
 


